
 

 

 

gBizID プライムアカウントは、１つの ID・パスワードで様々な行政サービスにログインできる、経済産業省が運

営する認証システムのひとつで、「法人代表者もしくは個人事業主」用のアカウントです。 

IT化が進む中、各種補助金も電子申請が主流になりつつあります。経済産業省の「IT導入補助金」や「ものづくり

補助金」はすでに、『Jグランツ（経産省補助金電子システム）』による電子申請に移行しているほか、「小規模事業

者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」や「事業再構築補助金」も電子申請のみによる受付となっており、

今後もこのような申請方法の補助金が増えることが考えられます。 

★gBizID プライムアカウント取得の流れ★ 

１.公式ホームページへアクセス ２.申請書類一式を郵送 
 
①「gBizID プライム作成」へ進む 

②申請書作成画面へ進み必要事項を入力、規約同意の

上で「申請書発行」をクリック 

③入力内容確認の上、自動生成された 

 申請書データをダウンロード・印刷 

④印刷した申請書に日付を記入 

 
⑤作成された申請書と３ヶ月以内に発行された印鑑証

明書（個人事業主は印鑑登録証明書）を添えて郵送 

３.パスワード設定 gBizID取得のメリット 
 
⑥審査完了後に届くメールの URLをクリック 

⑦アクセス後、登録した携帯電話の SNSに届くワンタ

イムパスワードを入力 

⑧パスワードを設定し、登録完了 

 
社会保険手続きにも対応！ 

行政などに行かなくても申請が可能！ 

24時間、いつでも申請が可能！ 

電子証明書と違い、現状は使用無料！ 

 

 

 

 

 

※gBizIDプライムアカウント」の発行には、3～4週間程度の期間を要します。 

補助金の申請をお考えの方は、お早めに申請してください。 

 

  

〒530-0003 大阪市北区堂島 3-1-21 NTT 堂島ビル 16 階 

経済産業省 G ビズ ID 運用センター 宛 

広告宣伝・商品開発・コロナ対策など様々な取り組みを支援する 

小規模事業者持続化補助金にチャレンジしてみませんか？ 
 

 

市 川 町 商 工 会 ニ ュ ー ス 
令和 3年 7月 29日発行 

小規模事業者が商工会の支援等を受けて経営計画を策定し、採択された計画に沿って行う販路開拓や生産性向上の

取り組みに係る経費の一部が支援されます。 

補助対象者：小規模事業者※従業員が 20 人以下（商業・サービス業は 5 人以下）の事業者 
 

 一般型 低感染リスク型ビジネス枠 

補助上限 50 万円（補助率 2/3）  100万円（補助率 3/4）  

公募 第 6次締切：令和 3年 10月 1日(金) 第 3次締切：令和 3年 9月 8日(水) 
  
◆詳細については、QRコードから公募要領をご確認いただくか、商工会までお問合せください。 

◆申請には商工会の発行する事業支援計画書が必要です。締切日まで余裕をもってお早めにご相談ください。 

◆低感染リスク型については、gBizIDプライムアカウントが必要です。下記の要領で早期に取得してください。 

gBizIDプライムアカウントの取得に必要なもの 

①メールアドレス（アカウント ID として登録されます） ④印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明書） 

②パソコンなどインターネットに接続されている端末 ⑤ショートメールが受信できるスマートフォンなど 

③端末から印刷できるプリンター ⑥登録申請書 

 

 

 郵送先 

gBizIDプライムアカウントを取得しましょう 

 



 
休館日のお知らせ 

 
休館日：令和 3 年 8 月 13 日(金)  

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 
 

 

 
月次支援金の申請について 

 
「月次支援金」とは、飲食店の休業・時短営業、また外出自粛等の影響によって、対象期間中の売上が前年または

前々年比 50％減の事業者を対象に支給される支援金です。「一時支援金」「月次支援金」をすでに受給された方

は、2回目以降の申請の際、前回のログインＩＤとパスワードがあればスムーズに手続きが行えます。申請には、

商工会などの登録確認機関の事前確認が必要となりますので、時間に余裕をもって申請を行っていただきますよう

よろしくお願いいたします。申請には期限がありますのでご注意ください。 
  

【給 付 額】個人事業者：10万円/月、中小法人等：20万円/月 

【申請期限】4 月・5月分・・・8月 15日㈰まで 

      6 月分・・・・・・8月 31日㈫まで 

      7 月分・・・・・・8月 1日㈰～9月 30日㈭まで 

 

  

経営相談 個別相談会のご案内  
商工会では会員事業者を対象に、各事業者が抱えてい

るさまざまな課題を解決するため、専門家による個別

相談会を実施しています。それぞれの事業者に合わせ

た多種多様な相談に対応します。相談料は無料ですの

でお気軽にご相談ください。 
 
開 設 日：原則毎週火曜日・金曜日 
 
開 設 時 間：9：00～12：00、13：00～16：00 

      ※事前予約をお願いします 

※都合により開催日、時間等が 

変更となる場合があります  
専 門 家：荒木慎吾氏（中小企業診断士）  
相談内容例：経営革新、事業承継、生産性向上、 

      販路開拓等の経営相談 等 

働き方改革相談窓口のご案内  
商工会では、兵庫働き方改革推進支援センターと

共同で、専門家による働き方改革関連法への対応

に係る相談窓口を下記のとおり開設しています。

相談料は無料ですのでお気軽にお越しください。 
 
開 設 日： 8 月 17日・26日、 9月 13日・22日 

       10月 18日・28日、11 月 15日・25日 

       12月 13日・23日、 1 月 17日・27日 

        2月 14日・24日、 3 月 17日  
開 設 時 間 ：10：00～12：00 13：00～17：00 

※事前予約をお願いします  
専 門 家：小野暁子氏（社会保険労務士）  
相談内容例：各種助成金、就業規則見直し、 

      36 協定について 等 

＜各種お問合せ＞ 

    〒679-2315 神崎郡市川町西川辺 163-1   TEL：0790-26-0099 FAX：0790-26-0674 

日本政策金融公庫からのご案内  
日本政策金融公庫姫路支店国民生活事業では、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた

め、お申込及びご返済に関するご相談を希望され

るお客様につきましては、事前にご予約をお願い

しております。ご予約いただくことで、お待ちい

ただくことなく、ご相談いただけます。来店によ

るご相談のほか、Microsoft Teams を利用したオ

ンライン相談のご予約も受付しております。 

詳細については日本公庫ホームページをご覧くだ

さい。ご相談を希望される方は、 

予約フォームから予約をお願いい 

たします。 

 

職員よりご挨拶  
この度、7 月 31 日付で市川町商工会を退職し、8 月か

ら多可町商工会で正職員として勤務することになりま

した。 

この 4月に臨時職員となり、4カ月という短い期間でし

たが、皆様には大変お世話になりました。分からないこ

とがたくさんあり、時間がかかることもありましたが、

皆様に非常に温かく応援していただき、本当に嬉しか

ったです。 

またいつか市川町に戻ってきたときに皆様のお役に立

てるよう成長して参ります。 

心から感謝しています。ありがとうございました。 
 

臨時職員 大椿 響 

 


